
Title 『アクィーリウスの問答契約(stipulatio
Aquiliana)』における言葉のカタログ

Author(s) 林, 智良

Citation 廣島法學. 2013, 37(1), p. 542（23）-526（39）

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/51654

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



広島法学 37さきl号 (2013iF) 542 

1アクイ}緬1)ウスの問答契約 (stipulatioA早Ii1iana)jに
おける言葉のカタログ

1.はじめに

ll. アクイーリウスのJ!ll答契約 (stipulatioAquiliana) 

II 伝承テキスト

II 2.先行研究機i(Q

林 智良

m.古1¥分列教法 (pa口itio) とアクイーワウスの11司祭契約
m 1.アクィー 1)ウスのIllJ答契約 i安楽のカタログと部分列挙法

限 2. I人と物J、「現在と未来 I~D された分奴執と分刻法 (divisio)

m 3. 立主主と欠?喜一各部分内のm詑選択とその係機

N.むすびにかえて

1.はじめに(1)

吉原達也先生は、多方面にわたるご研究業績のiやでも、弁論術と法学の議

論方法の問題をその 1つの重要領域として多くの重要な作品を積み重ねら

れ、日本の学界を牽引してこられた O それらの中にはデイーター・ネル

Dieter Nonの法源研究論を検討考察した研究、キケロ一 M.Tt凶1込11註Il凶lωsCαic叩巴roの

「ト ピカ To叩piおca一一ム一

研究、著者不詳の fヘレンニウスへ AdHerenniumJの研究など多彩な成果が

含まれている。(2)筆者はこれらの重厚な研究蓄積に知的刺激を受け、導かれ

てきた。

さて、筆者は共和政末期ローマの法学者でキケローの問時代人であるガー

イウス・アクィーリウス・ガッルス C.Aquilius Gallus (前66年法務官 以下

-23-



541- アクイーリウスの問答契約 (stipulatioAquiliana) jにおける言葉のカタログ(林)

アクィ… 1)ウスとI暗記)の政治家と法学者としての軌跡を 2011年刊行の拙

稿で検討する機会を得た。その中で "Aqulius"、の名を冠せられる契約類型で

ある「アクィーリウスの問答契約 (stipulatioAquiliana) J (以下、 S.A.と111各記

する)を検討したが、拙稿ではその意味内容に対する自分の考えを充分にま

とめるに至らず、これを将来の課題とした。 (3)S. A.は一見して複雑な

式をとっており、その内容が一義的に理解可能とは解せられないこと(この

点につき、諸家の見解はほぼ一致する)、また、今日に伝えられている 2種

のテキストにも棺違点があり、テキストの伝承過桂での改変が容易に推測さ

れることの両方から、研究者の聞で、永年組えることのない議論を呼んでいる

素材ーである。

本論文では、その長い議論の応酬から若干距離を置き、 s.A.で示される

葉のカタログとその分類1l1!l!とに対して、弁論術及び法学の基本分類j去をなす

部分列挙法 (partitio) と分割法 (divisio) とをあてはめて整理してみたい。

これは従来あまり試みられなかったアプローチかと室長者は考える。そしてそ

の結果明らかになることを提示し、この契約類型を考案した作者の思考法を

推測するとともに『へレンニウスへjを主とする弁論術の成果が与えた影響

の百I能性を示してみたい。もちろん、弁論争iすと法学における部分列挙法と分

割法については、吉原先生が永年研究を進めてこられたところであり、本論

文での作業もこの成果に触発され、多くを負いつつ試みるものである。¥，1) 

あらかじめ簡単に述べると、ローマ法学者が、学術著作ではなく実務的な

において f全てjを網羅するために、いかなる議論の手法を用いたのか

という問題について、 S.A.を素材に考察することが本論文の限目である O

立.アクィ…リウスの問答契約 (stipulatioAquiliana) 

日一1.伝承テキスト

上述のように、 S.A.の内容を伝えるテキストには、 f学説議纂 (Digesta).1 

所収のフローレンティーヌス法文とユ帝 f法学提要 (Institution巳S).1との 2点
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広島法学 37考会Iサ (2013:;1三)…540

があるO 以下に両者の拙訳を}I!f!次再掲する。(5) 

i(首項)そして、確定あるいは不確定の相当多数の契約のうち唯一つの契約

につき、あるいは、原図のうち若干のものは除外しながら他の全てにつき、

単一の受領問答契約と債務免除がなされることは可能である。(1 )このよ

うな事柄に関わる問答契約で、受領がその後で行われるようなものは、ガツ

ルス・アクィー 1)ウスの手で、次のようなかたちで公にされた。 f君が私に

対し何らかの理由によって与えなす事を現在あるいは特定の期日までに要し

要するであろうところのものは何であれ{則、かかる事柄全てについて私が君

に対して有する訴権、君に対するあらゆる請求、あるいは君に対する訴求が

現在将来にわたって存在するものについてlb)o あるいは、君が私のものを現

に有し、現に所持し、現に占有しているものについて(c)o かかる事柄全てが

値するであろうに等しい金額の金銭が与えられることをアウルス・アゲリウ

ス(以下、A.A.と略記する)が婆約し、ヌメリウス・ネギデイウス(以下、

N.Nと略記する)が誓約したj(d) rN.N.がA.A.に約束し誓約したことにつき、
それを A.A.が自分 (N.N.)から受領したものとして持っているかを N.N.は

AAに対して問うた。そしてA.A.はN.N.に対して受領をなしたL，)J(フロ

レンティーヌス f法学提要j第8巻) (下線及び記号は筆者が付した)

fそして、一段にアクィー 1)ウスのものと呼ばれる問答契約が登場した。そ

の問答契約によって、あらゆる事柄の債務関係がひとつの契約で要約したも

のとされ、その債務関係は受領問答契約によって解消されるという結果が生

ずる。実際、アクィー 1)ウスの陪答契約は全ての債務関係を更改するのだが、

それをガツ jレス・アクィーリウスは次のように構成した。 f君が私に対し何

らかの理由によって与えなす事を現在あるいは特定の期日までに要し婆する

であろうところのものは何であれ、かかる事柄全てについて私が君に対して

存する訴権、君へのあらゆる請求、あるいは君に対する訴求が現在将来にわ

たって存在するものについて O そして、君が私のものを現に存し、現に所持
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539-rアクイーリウスの問答契約 (stipulatioAquilianal Jにおける言葉のカタログ(林)

し、現に占有し、あるいは占有しているであろうもの、あるいは君がかつて

悪意でなしそれに応じて今は占有を失っているようなものについて O かかる

事柄全てが値するに等しい金額の金銭が与えられることをアウルス・アゲリ

ウスが要約し、ヌメリウス・ネギデイウスが誓約した。J向じく反対にヌメ

リウス・ネギデイウスはアウルス・アゲリウスに対しこう問うた。 r君に対
して私が今日アクイーリウスの問答契約によって誓約したあらゆる事柄、そ

の全てを君は受領された物として持っているかojとO アウルス・アゲリウ

スは『私は持っており、受領されたものとした01と答える。j

II -2.先行冊究概観

s. Aを扱った先行研究は極めて多数にのぼるものであり、 20世紀以降の主

要な歌ナHの作品に限ってみてもウラサク Wlassak、ドーブ Daube、ワトソン

Watson、ボニファチオ Bonifacio、カーザヴォーラ Casavola、グアリーノ

Guarino、シュトルム Stunn、ランブ1)ーニ Lambriniなどを見いだすことがで

き、その議論は近年に続いている。 (6)我が国においても、古くは梅謙次郎

『和解論Dela transactionJがこれを論じ、また船田享二『ローマ法jにおい

ても原文の翻訳と紹介がされている。(7)それら先行研究の中でも、カーザヴ

ォーラとシュトルムの両作品は、対象に をあてた点で特に抜きんでてい

るO 前者は「訴権 (actio)、請求 (petitio)、訴求 (persecutio)Jという三連語

に対象を絞って、その合意と起源とを、手続き法的関心を背景に探求したも

のである。(8)後者はより包括的な s.A.の分析であり、その伝承テキストを校

訂点検したうえで、これが実!祭に来たした機能の分析を、共和政末期・古典

期ローマ法学の範囲はもとより、それ以後の展開も視野に入れて行ったもの

である。(9) 

ただし、これらのうち多くの研究は、 s.A.のうち、(受領問答契約を取り

結ぶ前段階として)前半部の問答契約が果たした更改 (novatio)機能や、こ

れが生み出した訴権の法的性賓に焦点を当てており、本論文の目指すアプロ
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広島法学 37巻1-ry' (20日年)-538 

ーチ、すなわち前半部が列挙する カタログに対する部分列挙法及び分

割j去のあてはめと分類原理の探求とは射程を異とする。(叩)そこで、ここに列

した諸研究によって展開される議論の流れを全体として整理提示すること

は差し控えたい。もちろん、 s‘A.契約の前半部が列挙する言葉の特異的なカ

タログには多くの先行研究が関心を示すところであり、なかでも「訴権、

求、訴求jの三連語を検討したカーザヴォーラの作品と、 s.A.の包括的研究

であるシュトルムの作品はこの点を考えるに際しでも導きとなる。筆者の力

量不足と各種の制約ゆえにアド・ホックなかたちにはなるが、本論文におい

ても、これらを適宜援用して論を進めたい。

ill.部分列挙法 (partitio) とアクィーリウスの問答契約

田-1.アクィーリウスの問答契約一 カタログと部分列挙法

本節では、フローレンティーヌス法文を対象に s.A.における音葉のカタロ

グを整理したい。(111

まず開法文の全体構成を述べると、第l項にてアクイーリウスがs.A.を考

した旨の導入分が述べられ、続いてこれの書式が引用される。室長者は引用

部分を下線部(a)から向(e )までの 5カ所に便宜上区分するが、この書

式は、大きくニ分して、債権者 (A.A.)が債務者 (N.N.) に負っているあら

ゆる債務を Iつにまとめるという契約の前半部(上記の邦訳では下線部(a) 

から開 (d) まで)と、これを受領問答契約 (acceptilatio)のかたちで免除

する後半部(上記の邦訳では下線部(e ) )とに分けられる O 言葉のカタロ

グは、契約の前半部に関わる。(12)

下線部(a)は、若({責務者N.N.)が私(領権者A.A.)に与え (dare)な

す (facere) ことを要し (oportet)、要するであろう (oportet) ところのもの

は何であれ、と表現して、人 (persona) と人の開で負われている債務に基づ

き詰求される給付内容を包括的に示す。ただし、「与えなすjに通常は「給

付する (praestare)Jの語を伴って三連諸をなすべきところ、欠落が生じたも

- 27 



537-rアクィーリウスの!日j答契約 (stip叫latioAquiliana) Jにおける言奨のカタログ(林)

のと思われる。(J3)

下線部 (b)は、同(a )と深く関連しつつ、これらの債務が訴えの対象

になった場合の手続き上の根拠、つまり、ローマ法上認められたあらゆる法

的防護手段の総イ本{刊を「訴権 (actio)、詰求 (petitio)、訴求 (persecutio)Jの

ニ連語で、示す。この三連語がはらむ開題については項を改めて検討する O

下線部(c )は、君(債務者N.N.)が私 (f責権者A.A.)の物 (m∞m) に

対して行寵している三謹類の支配、すなわち「有する (habere)、所持する

(tenere)、占有する (possidere)Jが示される or私の物」という表現は所有権
の対象物を示す意味で、これに続く三連語とは物支配として別類型をなす。

そして「有する、所持する、占有するJの三連語は人が物 (res) に対して行

う物質的支配の法学的な表現であり、これらの3語は、相互に明確な区分を

なすべき独立の概念として扱うべきではない。115)

III 2. r人と物j、「現在と未来J-I揺された分類取IJと分割法 (divisio)
下線部(a )・(b )・(c )を概観すると、その背設に人と物の対比、(過

去の結果として生じたことも含めた)現在と(一定期限までの)未来の対比

が分類軸として横たわっていることに気がつく。筆者は、世界を権利・義務

主体たり得る人とそれ.1;1、外の物に分けること、時間を過去と現時と未来に分

けることはいずれも分割法として欠落なく成り立ちうると考える O その点で

は、人と人の関係を債務という観点から扱った下線部(a )、入と人との関

係を訴訟手続きという観点から扱った下線部(b )、入の物に対する支配と

その支配から生じる入と人との{責務関係を扱った下線部(c )への区分けは、

分割法をもとにしてなされたものと は考える。もちろん、現存するテキ

ストがどこまで紀元前 1股紀のアクイーリウスに帰せられるかについては不

維定な要素が多い。しかし、仮にこの大きな区分けが彼の考案に基づくもの

と考えるならば、(そし はそれを許されると考えるが、)人と物、 f責務

関係とその手続き的救済、過去と現在と未来という分類軸は既にアクイーリ
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広島法学 37巻I号 (2013年)…536

ウスの持代において前提とされていたことになろう O ガーイウス Gaiusr法
学提要InstitutionesJの成立は通常紀元後2世紀に帰せられるが、この教科書

で「人の法」、 f物の法J、f訴訟の法Jというかたちでの整理がなされる前に、

共和政末期の法学者は人・物・訴訟の分類軸を既に知っていたと考えること

ができる O 自明すぎるとされた故なのか、この隠された分類軸につき明確に

した先行研究は見いだすことができなかった。

下線部(d )は、かかる事柄全て(下線部(a)・(b )・(c)の債務)が

領するであろう (erit)金銭を与えるかたちで積権者 (A.A.)が要約し

(stiPl出tusest)、債務者 (N.N.)が誓約する (spopondit)0 これは、単一の金

銭債務にまとめられた債務を債務者が債権者に対して負う旨の問答契約が締

結されることを示す。

下線部(e )は、受領問答契約の形式をとって債権者 (A.A.)が債務者

(N.N.)の負っている前記の「まとめられたf責務Jを免除することを示す。

11I-3.重複と欠落一各部分内の用語選択とその原理

さて、問題は各下総部内部での言葉のカタログである O これが分割法を適

用して連ねられた言葉なのか、それとも部分列挙法を適用した結果なのか、

あるいは全然別の原理に基づく用語選択なのかを考える必要がある。その際

あらかじめ次のことを確認しておきたい。キケロ rトピカ』の示すところ
では、分割法が欠鉄の存在を許さないことに対し、部分列挙法を適用した場ー

合、 fi無限事現 (resinfinita) Jについては本貿的な部分の列挙でたり、

ないこと及び自明のことの欠紋は許されるとされる(附(関 1、図2を参照。国

1・2・3において円は全体を示し、lZ9角は部分を示す)0 しかし、部分相

なりについて明示の言及はない。そこで、部分列挙法を適用するから

といって当然に部分相互の重複が許容されているわけではないことは明らか

であろう。問題は、欠紋を確実に避けることを優先した場合に、部分相互の

重なりを許容してそれらを列挙することがありうるのかと言うこと、そして
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535-rアクイーリウスの問答契約 (stipulatioAquiliana) における言葉のカタログ(林)

S. A.の各下線部においてそのような部分列挙法が用いられたか否かというこ

とである(図2、関3を参照)。以下ではこのような観点から、それぞれの

部分を見直してみよう O

下線部(a)の「与えなす」という表現は、既に触れたように、「給付す

る」という第3の動詞を欠く点で異例であるものの、この 2語を連ねた用例

も多数あり、債務の履行内容を包括的に列挙したものと考えられる。 1171ただ、

「与えるjは，技術的には相手に古市民法上の所有権を得させる行為であり、

「なす」とは「与えるJを通常含みつつ、これを越えて、より広く作為一般

を意味する。(出そこから、この2つの動詞を字義通りに解すると、重なり合

う部分があることになる。

下線部 (b)における「訴権、請求、訴求Jという三連語の相互関係につ

いては原史料自体に一見した矛唐が存荘し、その史料状況を反映して諸家の

議論にも甲論乙駁の観がある。

まず、史料であるが、先行研究は『学説委主纂jにおいてこの三連語の意味

を説いた次の 3法文に雷及する。091第lにパーピニアーヌス法文 (r定義論

l巻町は「訴様、請求、訴求jについてこう記している。「訴権は人に対

して主張される。請求は物に対して主張される。訴求は人に対してあるいは

物に対して物を追求するために主張される。J(201第2のウルピアーヌス法文

(rサピーヌス註解第49巻j)はこう記す。 ir訴権jという言葉は特殊な意味

を持つ場合もあるし、一般的な意味を持つ場合もある。実捺、あらゆる訴権

は人に対するあるいは物に対する詰求であると言われる O しかし、大抵は
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広島法学 37巻1号 (2013年)-534 

とは人に関わるものであると我々は雷うのを常とする。他方で、 n青
求jという言葉は物に対ーする訴権を意味するとみられている or訴求jとい
う言葉には特別審理手続きに基づく訴求が含まれていると私は思う。それは

部えば信託遺贈の訴求であったり、他に通常訴訟に基づく権利の訴えに適さ

ない何らかの事項に関する場合であったりする。J12I1第3のパウルス法文(パ

ウルス『告示註解第 24巻j)はこう記す。 rr訴権jという言葉には訴求の意
味も含まれている。J(22)

この三連語自体は、『学説議纂j以外の史料にも見られるものであり、先

打研究がその樽捜を試みているところである。側ただ、本論文では弁論術の

初期体系番である fヘレンニウスへ』の一節を引くに留める or転換におい
ては、まず誰かが一体そのことの訴権、請求、あるいは訴求を有しているか

どうか、また、時期を異とし、法律を異とし、査問者を異としているのかど

うかかが関われる。JI制

カーザヴォーラは、パーピニアーヌス法文とウlレピアーヌス法文の間の矛

盾を、前者のみが s.A.に関わり、後者は「相続財産売賞の問答契約

(stipulationes emptae et venditae hereditatis) Jに関係するもので s.A.には関わ

らないものであるとして、整合的に解釈しようとした。凶それに対して、グ

アリーノはカーザヴォーラに対する一部批判的な書評の中で彼の試みに疑念

を提示した上で、 f請求Jと f訴求」がアクィー 1)ウス以後の改寵挿入であ

り、セウエールス朝期に活動したパーピニアーヌスとウルピアーヌスは、こ

れら三i童話のもともとの意味に頓着することなく、自分の意味解明を記した

に過ぎないと結論づけた。 (26)俄方で、シュトルムは、三連語の個々の構成要

素聞に重複があることを率麗に認めたつえで、これらの言葉を連ねることで

手続き的救済を包括的に欠放なく指示すること、そしてそれを異論の余地な

く債権者に放棄させる自的を達成させた皆を述べるom

筆者は、結論としてシュトルムの見解に与したい。それは、この三連語表

現がアクィー 1)ウスの活耀期とおおむね震なる時期に帰せられる fヘレンニ
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ウスへjにも見いだされ、両作品栢互の影響、さらにはその背景をなす法学

と弁論術の交流が推測されるためである。そこから、この三連諾が後世の改

鼠ではなくアクィーリウス・ガッルスの時代から S.A.の書:式に存在してお

り、またこれは部分相互の重複をいとわず部分列挙法を適用したものと考え

る。さらに私見を述べれば、「訴権jのみで充分包括的でありながら、欠放

をおそれる考えから残りの2語をあえて付け加えたものと考える。

最後に、下線部(c)における「有し、所持し、占有しjという三連語に

ついてはどうであろうか。ここでは、専らシュトルムの整理に拠りつつ簡単

に検討してみたい。側

シュトルムはこの三連語について、立場を異とする 2つの 法

文、すなわちパーピニアーヌス法文 a定義論第2巻.1)と、ウルピアーヌス
法文 aサピーヌス註解第49巻.1)の検討から出発する。前者は他者の権力
下にある者が単に「所持するjことはできても、 f有し占有するjという行

為はできない旨を述べる。ωここから「有し占有することjと「所持するこ

とJを明確に思別することがこの法文の趣旨である。後者は制眼行為能力

(他者の権力下にある者、奴隷)が行う「有することを許すhaberelicereJと

いう行為の効力について検討しているが、その議論の過程で、 f存する

(habere) Jという動詞にはこ義があり、一つは所持することを意味し、もう

一つは所有者の行使するその所有物に対する支配であるという。制先行研究

を広く引きつつ検討した上で、 f有するjという言葉が持つこのような多義

性は、ウlレピア…ヌスの時期に初めて成立したものではなく、むしろそれ以

前には吏に多彩な意味を有していたこの言葉がウルピアーヌスの時代に向け

て意味を減じていった結果がウルピア…ヌス法文での規定であるとシュトル

ムは推澱するomあわせて、本論文国一 lで既に述べたように、シュトルム

は、 S.A.におけるこれら 3諾を、相互に明確な区分をなすべき独立の執念と

して扱うべきではない官結論づける。

このような各部分の用語選択を全体として観ずるに、その原理はまず分割
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法ではなく、部分列挙法であり、しかも部分相互の重複を献わないかたちで

の列挙であると考えられる O

このように解することによって、部分内の用語j去を整合的に解釈するため

の史料操作が格段に容易になるように思量する。

N.むすびにかえて
本論文では、大きく二つの可能性を提示した。一つ自は共和政末期ローマ

の法学者アクィーリウスに帰せられる書式において、すでに人と物、債務の

実体と手続き的救済、現在と未来、という分割の軌を見いだすことができ、

それら相互の組み合わせによる部分の分割がなされていたと言うことであ

るO また、もう一つは、その部分それぞれの内部においては欠紋を避けるべ

く、重複を厭わないかたちでの部分列挙法が採用されていたと雷うことであ

るO 後者においては、あらゆる債務関係を一つの債権に集約してこれを免除

させるというこの書式の目的を前にして、欠紋の発生を間違いなく間避する

ために、あえて冗長性の混入を許容したのではと筆者は推測し、そこに一種

の強迫感を感じる O そして、アクィーリウスあるいはその後に書:式を改良し

たであろう法学者が、全ての{責務を示すために、「全ての債務 (omnes

obligationes) Jなどと包括的・抽象的に記述するだけではたりず、倍々の部分

を具体的に列挙して漏れのない言葉のカタログを形成しようとする姿勢に

は、すぐれて特徴的な思考態度を見いだす。これは、 s.A.が、その構成部分

の重複と欠落に対して潔癖な包括性を目指す学術的著作ではなく、確実さを

重んじる実務的な書式であるための特徴でもあろう。(32)

※なお、本論文はチ 1).カトリック大学法学部において 2011年6月25日に

行ったスタップセミナー "C.Aquilius Gallus and the Techniques of Law in the 

Late Republican Rome"の内容、次いでそれを修整改良して行った 2011年9月

21日の口頭発表 "Rereadingof the stipulatio Aquiliana -how was the total 
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obligation grasped by this device?" (ベルギー・リエージュ大学法学部にて部擢

の第 65間関捺古代法史学会 (SIHDA)分科会)の内容をもととしたもので

ある。チ 1)・カトリック大学の CarlosAmunategui Perello教授をはじめ、参加

者の皆さまには有主主な助言と示唆を裁き感謝申し上げる O 本論文は平成24

4三度科学研究費基盤研究 (B)r学部諜校法学教育の社会的機能と指導玉県念
に関する法史学的・法理論的総合研究J(課題番号23330032)による支援を

受けた成果の一部である。記して謝意を明らかにしたい。

(設)

( 1 ) 本稿では、以下の問者号を用いる O

Bonifacio， NDR' Franco Bonifacio， La Novazione lJel diritto rOl11ano seconda edizione 

(Napoli， 1959) ; Casavola， APP詰 FrancoCasavola， ActIo petitio p町四cutio(Napoli， 1965) ; 

Daube， NOG David Daube， "Novation of Obligations Giving a Bonae Fidei Iudicium" SZ 

Rom. Abt. 66 (1948) ; Guarino， APP = Antonio Guarino， "くくActiopetitio p己rsecutio>>" in : 

Pagine del Diritto Romano VII (Napoli， 1995) ; Kaser / Kn註tel，RPR"出 MaxKaser und Rolf 

Knutel， Romisches Privatrecht 19. Aujlage (Munchcn， 2008) ; Lambrini， FCS = Paola 

Lambrini， "FUNDUM CORNELIANUM STIPULATUS QUANTI FUNDUS EST POSTEA 

STIPULOR : Novazione oggettiva ed eccezione di dolo in diminuzione della condanna" in: a 

cura di Luigi Garofalo， 11 Ruolo deU，αbuona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e 

contempO/官nea，II (Padova， 2004) ; Norr， DP = D. Norr・，DiνisolInd Partitio・Bemerkungen

zur romischen Rechtsquellenlehre und ZUl・αntikenWissenschaflstheorie (Her. Von Tiziana J 

Chiu日iet al.， Historiαe 1uris Antiqui II (Goldbach， 2003) ; Stunn， SA = Fritz Sturm， Stipul，αtio 

Aquiliana -Textgestalt lllld Trag>叩ited，凹 AquilianischenAlIsgleichsqllittulJg im Klassiδchen 

Romischen Recht (Munchen， 1972) ; Wlassak， AS = M. Wlassak， "Die Aquilianische 

Stipulation"， SZ Rom. Abt. 42 (1921) 格問Oi詳論 梅謙次郎著作oil仔論 Dela 

transaction 仏語版)j (信JlJ社， 2002年) [同容は 1889年パ 1)のL.Larose et F orcel 11苧

より公刊された博士論文の復刻版である吉原「キケロ 5トピカJJ 合原途也

「キケロ 5トピカjとローマ法学(1) (2)J (広島法学・ 26 2， 26 3 )ぢ!京

f範例J出吉原迷l江fキケロ『トピカjにおけるローマ法学の範例J(広島法学・

25 -2) ;.吉原「ヘレンニウスへj 立す涼逮t包Irヘレンニウスへi第3巻におけ

る『記憶jについてJ(広島法学・ 25 4) 吉原「ローマ法iJJ虫学説吉原達也

「ローマ法淑学説の…問題 D.ネルの所説をめぐって J (広島法学・ 11-3・

4 )キケロ「カエキーナJヱヱミ吉原迷也訳・キケロミ55カエキーナぅ内三議論(1)一

34 -



広島法学 37巻1号 (2013"1'-) -530 

(3・完)J (jl~1持法学・ 34 4， 35 1， 35 -2 )キケロ「トピカJ 吉原透ili

iØ~ ・キケロ'î'fトピカ(広島法学・ 34 -2) フィーヴェク「ライブニッツ『結合

手1:rJJ = E係途也訳註.Th ブイーヴェク者「ライブニッツ斡ji合術jと法律学:的事

例J(広島法学・ 29-3) ; :):11獄「アクィーリウス・ガツルスj 口 「ガーイウス・

アクィーリウス・ガッルスC.Aquilius Gallusの!日辺 共和政末期ローマの政治的・

社会的・法学的文脈においてJ(法と政治・ 62 立) ; tm者 fol将l1i&*J別
i材(1iJl良 5共和i攻オミ}羽ローマの法竿殺と社会 変幸子とJJ会lJij)の!正紀 J (法律文化社、

1997 11ミ)タイトルに併記された版文は一言1\符 i務した。なお、捌李~: r jic手1I政末期j
16 -22]'1の文献1)スト月号Jlxの引泊文献については、/1治ぢーを7js:;fI;:jでも踏襲する。

ば) ネルの学説検討として子宮原「ローマ法減学説J、史料の翻訳としてキケロ「トピカj

及びキケロ[カエキーナj、学説の翻訳註釈としてフィーヴェク「ライブニッツ?総

合祢、研究論文として吉原「キケロ fトピカJJ及び安原 f総f9UJ及び7雪崩{Iヘレ

ンニウスへjなどが公判されている。付言というかたちをとり恐縮であるが、吉原先

生の研究世上界を構成する別のね:としてパハオーフェン研究を別格と考えるも、賂匁lの

ように他に係邸機研究、未発生損答研究、占有論研究、近代日本におけるローマ法学

成立史研究等々多彩な成采がある。

(3 ) 訓話:)jIアクイーリウス・ガツルスj。特に s.A.に関わる筏月?として肉 720-721， 

728 730頁を参照。

は) これらの問分類法について、まず吉原「ローマ法iEn学説J311 -312、324-328 

夜、キケロ「トピカJ25 -28真、王宮原 fキケロ fトピカjJ12 -14頁、フィーヴェ

ク「ライブニッツ f結合術JJ99 -101支を参!1官。 f分割法j及び「部分列挙法Jと

いう訳滋はす!五{Iローマ法iJJ虫学説jに拠った。あわせて Norr，DP， S. 47・49を参照。な

お、上記ネルの論文に s.A.への設及は見いだせなかった。

(5) :JiIl稿「アクィーリウス・ガッルスJ720 -721、728-729 1'f。符掲にあたり、 ド

線部分 (d)の「依するに等しいJを「依するであろうに等しいjに書き換えた。

j点文;は以下のj湿り。 "pr.Et uno ex pluribus contractibus uel certis uel incertis ucl， 

quibusdam exceptis， ceteris et omnibus ex causis una acceptilatio et liberatio fieri potest‘1. 

Eius rei stipulatio， quam acceptio sequatur， a Gallo Aqui1io talis exposita est: 'Quidquid te mihi 

巴xquacumque causa dare facerc oportet oportebit praesens in diemue，弓uarumquererum mihi 

tecum actio quaeque aduersus te petitio uel aduersus te persecutio est eri切e，quodue tu meum 

habes tenes possides: quanti quaeque earum rerum r巴serit， tantam pecuniam dari stipulatus巴st

Aulus Ageriむs，spopondit Numerius Negidius'.河口odNum巴riusNegidius Aulo Agerio prol11isit 

spopondit， id haberetne a se acceptul11， NUl11erius N巴gidiusAulUl11 Ageriul11 rogauit， Aulus 

Agerius NUl11erio Negidio acceptul11 fecit'. "(D. 46，4，18， pr.-l，"Florentinus libro octauo 

institutionul11") "Est prodita stipulatio， quae vulgo Aquiliana appellatur， per qUUl11 
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stipulationem contingit， ut omnium rerum obligatio in stipulatum deducatur et ea per 

acceptilationem tollatur. stipulatio enim Aquiliana novat omnes obligationes et a Gallo 

Aquilio ita composita est: ' quidquid t巴mihiex quacumqu巴causadare facere oportet oportebit 

praesens in diemve quarumque remm mihi tecum actio司uaeq司巴 lill亘tepetitio vel adversus te 

P巴rsecutioest erit quodque tu meum habes tenes possides possideresv巴dolovemalo fecisti， 

quo minus possideas: quanti quaeque eamm remm res erit， tantam pecuniam dari stipulatus est 

Aulus Agerius， spopondit Numerius Negidius. ' item e diverso Numeril日 Negidiusinterrogavit 

Aulum Agerium: ' quidquid tibi hodiemo die per Aquilianam stipnlation巴mspopondi， id omne 

habesne acceptnm? ' respondit Aulns Agerius ‘habeo acceptumque tuli. ' "(Inst. 3，29，2) 

(6 ) これらの番誌データにつき、本論文註(1)の引用時号表を参照。

(7) 梅 f和解論J37 -44頁船田『ローマ法第3巻.1581 582、586頁

( 8 ) Casavola， APP同舎に対してはグアリーノの批評があり、一部批判的である

(Guarino， APP， pp. 12-20)。

(9 ) シュトルムの作品について筆者なりに評価するならば、 s.A.を包括的に検討した前

例なき試みであり、倒別の点においてまず依るべき篠威を有する参照文献ということ

になる O 同苦手で史学iをf細かく区分しつつ行われる作業として、伝承写本の校合、古刊

本の検討、先行研究の逐次検討、法文・法律史学iに見られる類似表現の博授，自説の

提示があまねく行われる。導入部での考察の射程はユースティーニアーヌス税法から

ピザンツ法学、近現代の労働法に及ぶ。ただ、 s.A.の機能を雇):11関係ii!ii1証明i!i:

(Ausgleichsquittung) (問書表題の表現)にi浪ることには筆者として留保したい。 他の

場阪でも包括的に依務を免徐することはあると考えるo また、後でも触れるように、

対象に大変接近して論じられた作品であるため、全体としてシュトルムの s.A 観が

かえって見えにくく、紹介を試みる筆者としても同容を簡潔にまとめることが困難で

あるとぎわざるを得ない。閃:舎の会評として W.M. Gordon， Cl，ωsicα1 Re，叩 wN.ぶ 25
(1975)， 285-287; M. Kaser， SZ Rom. Abt. 90 (1973) ， 346町359がある。ここでは前殺を紹

介するが、ゴードンは、シユトルムの作品を、その能力 (competence) とともに熱意

(enthusiasm)の滋物である旨を示唆するo 議終的に悶舎をFI定的に評価しているのだ

が、ゴードン苦i与は、全国的な宵定にヨさっていないようにも読める。それは、シュトル

ムが他の論者の見解を;fdH話を多く'l:fやしてあまねく紹介検討しているからであると、

ゴードンは明記しているが、さらにま在者が読み込むところでは、研究対象におjして距

離を保った言語述をしていない旨を示唆しているものとも考えられる。

(10) 例えば、 ドーブは誠意訴訟(judiciumbonae fidei)を生み出す絞務吏改につき検討

する過殺で、 s.A が克己主機能を有することを常定し、その前半奇1¥が厳正訴権

(strictum iudicium)のみならず'WJXJ.ま訴後をも生み出す可能性を主旋する (Daube，NOG， 

119-134)。今ill
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ているという立場をとりつつ、更改を挟んで前後に存在する河依務の迷続性如何とい

う観点及び時rmの経過に伴って生じた日的物の側綴の変動詳細という観点から s.A.の
すなわち更改機能を有する契約の締結i時点を示す米楽時制で表された悩i綴表現

智quantiea res erit"を検討する。なお、 s.A が11':己主機能を有するかsかをめぐる先行の

き、ランプリーニが挙げる研究文献及び基本惑をまず参照 (Lamblini，FCS， 

pp.381-383)。

以下の検討では前記フローレンティーヌス法文を分析の対象とし、ユ帝

i反自体を詳細な分析の対象としたり、同史料を比較検討令したりすることは獲し控えた。

その狸出として、筆者の関心対象が、あくまでもアクィーリウス自身の法的思考にI可

能な限り迫ることにあり、テキストの変遷史への関心は二次的であること、また、三ミ

キトな発想、ではあるが、 rrlミ学提要j)援の上記テキスト自体が、 f一般にアクイーリウス
のものと呼ばれる問答契約が登場した。」と表現して間接的な伝承を示唆すること、

ガーイウス f法学提姿jにも対応箇所がJiられないことを浬由とする。なお、カーザ

ヴォーラは附者の比較検討を経て、これらがその核心部において同じ内容であると評

価する (Casavola，APP， p.33f.) 0 Watson， LOL， p.218f.も[ßJ~言。

(12) なお、カタログの全体的な概念図を耳目表1に繋現・提示したのでご参照を乞う O

人(persona)

A.A 

f攻、のものであることj

“meum esse 

与える(dare)
人(personal

可

N.N. 
なす(facere)

言芹機(actio)

2if;jt(petit回)
~一一“一一一一向}ー「二三=国』

物(res)

f私的物j

白'meum"

耐と匂町蹴ut叩) ご二....一
存ずる

(habere) 

所持する

(tenere) 

占有十る

崎市 (praesens oportet est 汲在

l in diem oportebit erit米系

(~rj交1)アクィーヲウスの間務契約にみられる建議のカタログ

(D. 46，4.18， pr.'I，フローレンティーヌス f法学苦言要 8巻jマlorentinuslibro octauo 
institutionUlll 11) 
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(13) I給付する (praestar巳)Jの認を紋後に{'I'って "darefacerc praestare"という三述語表

現をとることが通常で、あろうとシュトルムは論じ、ここにテキスト伝ゑ過程での事故

を扱iJ却する。この主張と推測に筆者は同意する O この点につき、 Sturm，SA， S. 55叩59、

特に S.59を参照。

(14) Sturm， SA， S. 259を参照。

(15) St山首，SA， S. 271同282とりわけ S.281王を参照。この結論苦11でシュトルムは I"quod知

meum hahes tenes possides"という表現は、自立して相互に依存していない概念訴をう

ちに食むものではない。この表現はむしろ "actiop巴titiopersecutio"という集会概念と

同様のものである。この表現をもってあらゆるかたちでの物支配が記述されているの

であり、ただ、 "meUIU (私の物)"という表現によって、所有縁FMが明文をもって徐

外されているに過ぎない。Jと述べる。

(16) まず吉原「ローマ法i!京学説J311頁、キケロ fトピカJ83真、 Cicero，Topica， 8， 33 

を参H言。

(17) Sturm， SA， S. 67副総をまず参照。

(18) この定義は、ドイツにおける段新版の務本的ハンドブックである Kaser/ Knutc1， 

RPRI9， S. 181による。なお、防護;では「給付するjの意義を、保証人を務めるという

本来的意味を確認したよで各法分野において検討し、これがひろく今日約意味での

f保証することjであると記述する。 "facerc"と"oh1igatio"については Berger，EDRL， 

pp.466，603も参照。この記事では、 "facerell の、与えることも含めた作為狩立を示す

意味内容について触れる法文として Irなすことjという言言葉は、 13.えること、弁済

すること、支払うこと、判断すること、 2よそき閉ることという会くあらゆる作為の司王山

を会むo Uerhum 'facere' omnem omnino faciendi causam comp1ectitur dandi， sol日endi，

numerandi， iudicandi， amh臼1andi.(D. 50， 16， 218 "Papinianus libro uicensimo septimo 

qeaestionum" )Jを51いている。

(9) Casavo1a， APP， p. 6f.; Guarino， APP， p. 12なお、 Sれlrm，SA， S. 150f.を参照。

(20) "Actio in personam infertur: petitio in rem: persecutio in rem uel in personam rei 

perse弓uendaegratia."の.44， 7， 28 "Papinianus libro primo definitionum" ) 

(21)刊'Actionis'uerhum et specia1e est et generale. nam omnis actio dicitUl・，siue in personam siue 

in rem sit petitio: sed p1erumque 'actiones' personales solemus dicere. 'petitionis' autem uerbo 

m rem actlOne呂田gnificariuidentur. 'persecutionis' uerbo extraordinarias persecutiones puto 

contineri， ut puta fideicommissorum et si quae a1iae sunt， quae non habent iuris ordinarii 

exsecutionem. " (D. 50， 16，178，2 "Ulpianus 1ibro quadragensimo nono ad Sabinum" ) 

(22) "'Actionis' uerbo etiam persecutio continetur." (D. 50， 16，34 "Pau1us libro uicensimo司uarto

ad edictum" 

(23) Casavola， APP， p. 5f. ; S鉛1m，SA， S. 157-178 
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(24) "Quacrilur in trallslatiollibus primum Illlm aliquis cius rei actiollem， pctitiollem， aut 

persecutiollem habeat， Ilum alio lempore， Ilum alia lege， n世malio司uaerellte."(Rhetorica ad 

Herenllium， 2， 12， 18)なお、この三連認とレトリック理論の関係にWJするカーザヴォー

ラの検討につき、 Casavola，APP， pp. 89-93を参H言。また、 Loeb版 "[Cicero]Ad C. 

Herellnium" (Cambridge同LOlldoll，1954)p.88王での Caplallによる!民Ju:も参照。

(25) Casavola， APP， pp. 9-26 

(26) グアリーノ{立、翁求と訴求の文震のfセウエールス朝以前の法学古典期、ウルピアー

ヌスとパーピニアーヌスが当該法文をあらわすJJ、lIiiに改践す示入されたものと推測す

る。そして、上記パーピニアーヌスとウルピアーヌス法文は、これらの三述諾の構成

部分それぞれがもともと夜していたJli:1沫に然頓穏なパーピニアーヌスとウルピアーヌ

スによって表されたものと結論づける。グアリーノの結論について、 Guarillo，APP， p 

20を参照。

(27) シュトルムは、「アクィー 1)ウスの問答;契約における者式の第二節目rrcすなわち訴
機・諮求・訴求〕においても、大なり小なりさ字lilfiの概念が放べられていると結論づけ

ることができる O アクィーリウス・ガッルスはl~ì らかに、これらの表攻を:fttみZ立ねる

ことによって玄複を:意図していた。Jとする (Stunn，SA， S.178)o 

(28) Stunn， SA， S. 271却 6

(29) 他者の機カ1ずにあるものは、その特夜財産に属する物を所持することはできるが、

有しおギますることはできない。なぜなら、占有は単に事実上の司王柄であるに留まらず

権利にも関わるからであるoQui ill aliella potestale SUllt， rem peculiar巴mtellere possunt， 

habere possidere 11011 possunt，号uiapossessio nOI1 tantum corporis， scd et iuris est. (D. 41， 2， 

49， 1 "Papinianus libro secundo definitionum" ) J 

(30) StUffi1， SA， S. 275 D. 45，1，38，6-9 "Ulpianus libro弓uadragensimonono ad Sabinum"ここ

では、|司法文の第9項のみ総訳引用するorr司守するjとはご通りに理解される。すな
わち、物の日f1cf'ままである彼が有していると我々は言うが、また、実際所有者でなく所

持している彼も宥していると言う。さらには、我々に後託された物を有しているとい

うのを我々は:な?としている。 'Habere'dupliciter accipitur: nam et eum habere dicimus， qui 

rei dominus est et eum ， qui dominus quidem nOI1 est， sed lenet: deni司uehabere rem apud nos 

depositam solemus dicere.J 

(31) Sturm， SA， S. 282 

(32) i到jえばグアリーノは Guarino，APP， p. 19にて「冗話法 (pleonasmilJという表現を舟

いているが、むしろこれを確実さを求めたものと綴極的に解する余地はあろう。
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